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お
知
ら
せ

電
柱
上
に
カ
ラ
ス
の
営
巣
を

見
つ
け
た
ら
ご
連
絡
を

例
年
、
２
月
中
旬
か
ら
６
月
上

旬
ま
で
の
間
、
カ
ラ
ス
の
巣
作
り

が
活
発
化
し
ま
す
。

巣
作
り
に
は
、
金
属
製
の
ハ
ン

ガ
ー
や
湿
っ
た
木
な
ど
電
気
を
通

す
材
料
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
れ
ら
が
電
線
に
接
触
す
る
こ
と

に
よ
り
漏
電
し
、
停
電
が
発
生
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

四
国
電
力
グ
ル
ー
プ
で
は
、
各

種
営
巣
防
止
装
置
を
電
柱
上
に
設

置
す
る
と
と
も
に
、
パ
ト
ロ
ー
ル

を
強
化
し
て
停
電
の
未
然
防
止
に

努
め
て
い
ま
す
が
、
例
年
約
９
０
０

件
近
く
の
営
巣
を
撤
去
し
て
お
り
、

年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
カ
ラ
ス
の
営
巣
範
囲
も
拡
大

し
つ
つ
あ
る
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
お
客

さ
ま
が
電
柱
上
な
ど
で
営
巣
を
発

見
さ
れ
た
場
合
に
情
報
提
供
を
お

願
い
し
た
く
、
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

四
国
電
力
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

�
０
１
２
０
‐
４
１
０
‐
４
５
２

Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
休
日
検
査
を

実
施
し
ま
す
！

今
年
か
ら
国
で
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査

の
浸
透
・
普
及
を
図
る
た
め
「
Ｈ

Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間
」
を
創
設
し

ま
し
た
。

愛
媛
県
で
は
、
６
月
１
日
か
ら

７
日
ま
で
の
一
週
間
を
「
愛
媛
Ｈ

Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間
」
と
定
め
、

『
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
を
受
け
る
こ
と
か

ら
始
め
よ
う
！
エ
イ
ズ
へ
の
理
解
』

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
エ
イ
ズ
予
防

と
検
査
普
及
に
関
す
る
啓
発
活
動

な
ど
を
実
施
し
ま
す
。
期
間
中
は
、

次
の
と
お
り
休
日
の
検
査
を
実
施

し
ま
す
。

エ
イ
ズ
に
関
す
る
悩
み
、
不
安
、

疑
問
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
こ
の
機
会
に
エ
イ
ズ

の
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
誤
解
や

偏
見
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

【
休
日
血
液
検
査
】

日
時

６
月
４
日
（
日
）

１３
時
〜
１５
時

場
所

愛
媛
県
松
山
保
健
所

１
階

予
診
室

※

匿
名
、
無
料
で
検
査
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

※

そ
の
日
の
う
ち
に
、
検
査
結

果
が
分
か
り
ま
す
。

（
追
加
確
認
検
査
が
必
要
な
場
合
、

検
査
結
果
が
後
日
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
）

※

専
門
の
医
師
な
ど
が
相
談
に

お
答
え
し
ま
す
。
ま
た
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
・
秘
密
は
絶
対
守
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

愛
媛
県
松
山
保
健
所

�
９
４
１
―
１
１
１
１

（
内
線
２
６
１
）

平成１８年松前町議会第２回定例会（６
月議会）の開催は６月１５日（木）を予定し
ています。
問い合わせ

議会事務局 �９８５－４１３０

木造住宅に対する助成制度について
（愛媛県地域材利用木造住宅建設促進資金利子補給金交付制度）

愛媛県は、地域材を使用した木造住宅の建設・購入に対し積極的に支援を行っています。愛媛県は、全国
有数の林産県であることから、県産材の利用促進は地域産業活性化だけでなく、地域環境保全にもつながる、
県の重要課題の一つであると考えています。
住宅建設・購入の際には、ぜひ本制度の活用をご検討ください。

（※県ＨＰの「えひめの建築・住宅」から、詳細をご覧いただけます）

概 要 自らが居住するために、一戸建ての対象住宅を県内で新築・購入される方が、住宅主要部材に５０％以上
の地域材を利用し、住宅金融公庫又は指定金融機関から融資を受ける場合に、最長で５年間の利子補給が
受けられる制度です。

申込み ・本制度の申込みは、指定金融機関での資金申込みと同時に行います。
・建売住宅では、建売事業者があらかじめ各種証明などを準備しておく必要があります。

対象となる融資 住宅金融公庫及び指定金融機関の融資 ※公庫証券化支援事業（「フラット３５」）融資は対象となります。
※自己資金や共済資金などは対象外となります。

対象住宅 ・地域材を主要部材に５０％以上使用する木造住宅
・在来工法又は枠組壁工法で建設される木造住宅
・県内に事務所を有する施工業者により建設される木造住宅
・住宅部分の床面積が７０�以上２８０�以下の木造住宅

その他 「えひめ地域木造住宅基準」適合住宅には、利子補給の加算制度もあります。制度申込み以前に、地方局
建設部又は土木事務所における設計審査を受けてください。

問い合わせ 愛媛県土木部道路都市局建築住宅課 �９４１－２７７９
※指定金融機関とは、県が指定する県内に本店を有する金融機関及び四国労働金庫愛媛支店をいいます。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
お
知
ら
せ

・
カ
ラ
ス
の
営
巣
を
見
つ
け
た
ら

・
木
造
住
宅
に
対
す
る
助
成

・
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
休
日
検
査

議会事務局からのお知らせ
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